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豚コレラは、豚コレラウイルスの感染によって起こる豚（いのししを含む。以下同じ。

）の家畜伝染病である。一般的に、死亡率が高く、伝播力が強いことから、万一発生した

場合には莫大な経済的被害が生じるほか、国あるいは地域ごとに豚、畜産物等に厳しい移

動制限が課され、国際流通にも大きな影響を及ぼすこととなる。このため、国際的にも最

も警戒すべき家畜の伝染性疾病の一つとして、その制圧と感染拡大防止が図られている。

かつて、本病は全国的にまん延していたが、飼養衛生管理技術の向上及び１９６９年（

昭和４４年）に農林省家畜衛生試験場で開発された生ワクチンの実用化により、その発生

は激減し、１９９２年（平成４年）を最後に本病の発生は確認されていない。

このため、１９９６年度（平成８年度）から、近年の発生状況、予防意識の向上等を勘

案して、ワクチンを使用しない防疫体制を確立し、本病の完全な清浄化を達成することを

目標に掲げ、段階的な撲滅対策を開始した。第１段階として、野外ウイルスの撲滅を目的

としたワクチン接種の徹底と併せ、抗体調査等による本病発生の有無の確認を推進した。

その結果、本病の発生が確認されなかったことから、１９９８年度（平成１０年度）から

は、第２段階に移行することとし、都道府県ごとにワクチンの接種等の対策の進捗状況を

勘案し、順次、ワクチン接種中止地域として指定し、ワクチン接種を中止した。さらに、

ワクチン接種中止地域の指定、野外ウイルスの動態、防疫体制の確立等の状況を踏まえ、

２０００年（平成１２年）１０月から、原則として全国的にワクチン接種を中止した。以

降、約５年が経過しており、我が国に野外ウイルスは存在しないと考えられる。

本病の病原体が国内へ侵入する要因としては、感染豚、汚染畜産物、船舶又は航空機の

汚染厨芥、飼料、敷料、人等が考えられる。貿易の自由化が進展し、海外からの家畜、畜

産物、飼料原料及び資材の輸入が増大している中では、すべての侵入リスクを完全に排除

することは困難であるが、病原体の侵入の可能性を排除するために、国際獣疫事務局（Ｏ

ＩＥ）が定める国際動物衛生規約に基づき、動物検疫を始めとする侵入防止措置がとられ

ている。

本指針は、このような認識に立ち、農林水産省、都道府県、市町村等の連携の下、総合

的に実施すべき発生予防及びまん延防止措置の方向を示すことを目的とする。

なお、本指針については、少なくとも５年ごとに再検討を加えるとともに、必要がある

と認めるときは随時見直しを行うこととする。

また、農林水産省消費・安全局長は、本指針に基づく発生予防及びまん延防止措置の迅

速かつ円滑な実施に当たっての留意事項を別に定めるものとする。

第１ 基本方針

本病の防疫対策は、第一に病原体の侵入を防止すること、第二に本病が発生した場合

にはその被害を最小限に抑えることが基本となる。このため、国内で発生した際には、

国際的な本病清浄国の防疫原則に則り、殺処分により本病の撲滅を図り、常在化を防止

する対策を実施することが重要である。

関係者にあっては、本病の防疫措置の重要性を十分認識し、すべての関係者が一体と

なって侵入防止による清浄性の維持及び早期発見のための監視体制の強化を図るととも

に、発生時における迅速かつ的確なまん延防止対策が講じられるよう、危機管理体制を

構築しておくことが必要である。
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１ 発生予防

（１）衛生管理の徹底（侵入防止）

本病は、一般に、感染した豚又は本病の病原体に汚染された排せつ物、飼料、ね

ずみ等の野生動物、人、飼養管理に必要な器具若しくは車両等との接触により感染

する。このため、都道府県は、獣医師及び関係団体と連携し、豚の所有者（管理者

を含む。以下同じ。）に対し、本病の発生の予防に関する知識の普及・啓発に努め

るとともに、的確な発生予防措置が講じられるよう、家畜伝染病予防法（昭和２６

年法律第１６６号。以下「法」という。）第１２条の３の規定に基づく飼養衛生管

理基準の遵守による豚の適切な衛生管理の方法について助言又は指導を行う。

また、豚の出荷及び導入、農場への人及び車両の入退出等を記録した衛生管理簿

を整備し、保存するよう指導するほか、畜産物を含む食品残さを給与している豚の

所有者に対し、当該食品残さについて適切な処理を行うこと及び未処理の食品残さ

については、豚の飼養場所と完全に隔離することについて指導し、これらの衛生管

理の状況につき、法第５１条の規定に基づく立入検査、巡回指導、獣医師からの報

告等により定期的に確認する。

さらに、飼料供給関係者に対し、飼料製造施設、飼料中継基地等飼料関係施設で

の入退出時の車両等の消毒に努めるとともに、車両運行記録を整備し、保存するこ

と、と畜場関係者及び家畜市場関係者に対し、関係施設での入退出時の車両等の消

毒並びに出荷豚積降し場所及び係留場所の消毒に努めるとともに、出荷豚又は上場

豚に係る記録を整備し、保存することについて指導する。

（２）早期発見・早期通報

本病は、急性型のほか、経過が長い慢性型等多様な病型を示すほか、第２の１の

（１）のアからクまでに掲げる臨床症状を示さない場合もある。家畜防疫員は、豚

の所有者に対し、日常の健康観察を徹底するよう指導するとともに、豚の所有者及

び獣医師に対し、通常と異なる何らかの異常を確認した場合には、直ちにその旨を

家畜保健衛生所に通報するよう指導し、又は依頼する。

２ 殺処分等

（１）本病が発生した場合は、法第１７条の規定に基づく患畜及び疑似患畜（以下「患

畜等」という。）の殺処分、法第２１条の規定に基づく患畜等の死体の焼却等、法

第２３条の規定に基づく汚染物品の焼却等、法第２５条の規定に基づく畜舎等の消

毒等の必要なまん延防止措置を早急に実施する必要がある。このようなまん延防止

措置は、原則として豚又はその死体等の所有者が行うこととなるが、都道府県は、

農林水産省、市町村、関係機関及び関係団体と連携し、当該所有者に積極的に協力

する。また、本病のまん延を防止するため緊急の必要がある場合は、法の規定に基

づき、家畜防疫員自らがこれらのまん延防止措置を実施する。

（２）患畜等の死体及び汚染物品は発生地（患畜等の所在する場所を含む。以下同じ。

）において焼却、埋却又は消毒をすることを原則とするが、その数量、現地の地形

等によって発生地で実施困難な場合は、適切な消毒の実施等病原体の拡散防止に万

全を期しつつ、他の場所（化製場を含む。）に運搬し、焼却、埋却又は化製をする。

このため、都道府県は、その所有者が患畜等の死体及び汚染物品の処理を速やか
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に実施できるよう、あらかじめ市町村等と協議を行い、その処理方法を検討すると

ともに、焼却、埋却等の場所の確保に努めるよう指導及び助言を行う。また、都道

府県及び市町村は、関係機関及び関係団体と連携して、本病の集団発生等により多

数の患畜等の死体及び汚染物品が生じる場合を想定し、焼却、埋却又は化製が可能

な施設のリストアップ、発生時の相談窓口の確認及び事前説明並びに関係団体等が

行う患畜等の死体等の運搬及び処理体制の整備についての指導・推進に努める。

３ 移動の制限及び家畜集合施設における催物の開催等の制限

豚及びその死体等の移動の制限並びに家畜集合施設における催物の開催等の制限は

、本病のまん延防止を図る上で極めて重要な防疫措置であり、関係者の理解と協力を

得て効果的に実施する。

移動の制限等の規制は、法第３２条第１項、第３３条及び第３４条の規定に基づき

、都道府県知事が規則を定めて行うことを原則とするが、制限が広範囲の地域に及ぶ

場合等必要があるときは、農林水産大臣が都道府県知事に対し、これらの規制措置を

実施すべき旨を指示し、又は法第３２条第２項の規定に基づき、自ら区域を指定し、

豚及びその死体等の移動を制限する。

４ ワクチン

（１）本病の現行のワクチンは、感染を防御する能力を有するほか、その効果が接種後

短期間で現れること、その性状から野外ウイルスと識別可能であること等の優れた

ワクチンとされている。しかしながら、ワクチンを接種した豚については、本病の

抗体検査において、その抗体が野外ウイルスの感染によるものか、ワクチン接種に

よるものかを識別できず、野外ウイルスの感染を隠匿する可能性がある。このため

、我が国における本病の防疫措置としては、早期の発見と患畜等の迅速な殺処分に

より、短時間のうちに制圧することが最も効果的な方法である。

しかしながら、万が一、大規模農場で本病が発生し、又は同一の防疫区域内の複

数の農場で本病が続発し、発生農場の患畜等の迅速なとう汰が困難となり、又は困

難になるおそれがあると判断される場合には、法第３１条の規定に基づくワクチン

の使用を検討することとなるが、都道府県は、ワクチンの使用に当たっては、事前

に農林水産省と協議し、計画的な接種を行うことが必要である。

（２）農林水産大臣は、ワクチン及び注射関連資材の備蓄に努めるとともに、ワクチン

接種の実施に当たっては、法第４９条の規定に基づき、これらを都道府県に譲与し

、又は貸し付ける措置を講ずる。また、都道府県は、緊急時の防疫資材の入手方法

等を検討するとともに、初動防疫に必要な資材の備蓄に努める。

第２ 防疫措置

１ 異常豚の発見の通報から病性決定までの措置

（１）異常豚の通報

本病の臨床症状を示す異常豚の発見から防疫対応に至るまでの初動防疫を迅速に

実施することが、本病のまん延を防止する観点から極めて重要である。したがって
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、都道府県は、豚の所有者に対し、常日頃から飼養豚の状態を観察し、次に掲げる

臨床症状が通常以上の頻度で見られた場合には、直ちに獣医師の診察を求めるとと

もに、家畜保健衛生所に通報するなど、早期発見・早期通報に努めるよう指導する。

ア 発熱、元気消失、食欲減退

イ 便秘、下痢

ウ 結膜炎（目やに）

エ 歩行困難、後躯麻痺、けいれん

オ 耳翼、下腹部又は四肢等の紫斑

カ 削痩、被毛粗剛（いわゆる“ひね豚”）

キ 異常産の発生

ク アからキまでに掲げる臨床症状のいずれかを伴う死亡

（２）家畜防疫員及び家畜保健衛生所の措置

豚の所有者又は獣医師から通報を受けた家畜防疫員及び管轄の家畜保健衛生所（

以下「管轄家畜保健衛生所」という。）は、次に掲げる対応を行う。また、法第５

条、第３１条又は第５１条の規定に基づく検査時に家畜防疫員が異常豚を発見した

場合にあっても、これに準じて措置する。

ア 通報を受けた家畜防疫員は、異常豚の臨床症状、臨床症状の初発時期、臨床症

状を示す豚の月齢及び頭数、当該農場の飼養頭数、飼養豚の移動状況等を聴き取

り、記録し、緊急的な措置について次に掲げる指導等を行う。

（ア）異常豚の所有者に対する指導事項

ａ 豚コレラという極めて悪性の伝染病に似ていることを十分に説明すること。

ｂ 農場内のすべての豚を隔離すること。

ｃ 農場の出入口を必要最小限に限定し、人及び車両の入退出を制限すること。

ｄ 農場の出入口及び豚舎の出入口に消毒槽を設置すること。ただし、既に設

置されている場合には、消毒液を取り替えること。

ｅ 第１の１の（１）の衛生管理簿を整理すること。

（イ）異常豚を診断し、又は検案した獣医師に対する依頼事項

ａ 家畜防疫員の現地到着まで当該農場にとどまり、（ア）のｂからｄの事項

が遵守されるよう助言し、及び指導すること。

ｂ 豚房ごとに臨床症状を観察し、記録し、症状の重篤な豚について体温測定

を実施すること。

ｃ 当該農場を退出する場合には、退出前に、身体、衣服、眼鏡その他の携行

用具の消毒並びに車両の洗浄及び消毒を行い、直ちに帰宅するとともに、帰

宅後は、更に車両、携行用具、衣服等の消毒を行い、入浴して身体を十分に

洗うこと。

ｄ 異常豚が本病でないと判明するまでは、他農場への出入りを自粛すること

。やむを得ず他農場へ入場する場合には、入場日時、経路等について確実に

記録すること。

イ 通報を受けた家畜防疫員は、管轄家畜保健衛生所長に当該通報について報告し

、都道府県畜産主務課にアの聴取りの内容、農場立入予定時刻等について連絡す

る。
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ウ 管轄家畜保健衛生所長は、イの報告を受けた後、直ちに家畜防疫員に必要な用

具を携行させ現地に急行させるとともに、当該農場に立ち入る家畜防疫員、管轄

家畜保健衛生所及び都道府県畜産主務課の間の連絡担当者の設置並びに現地周辺

の豚の飼養状況等の関連資料の準備を行う。

エ 家畜防疫員は、現地到着後、原則として車両を農場の外に置いて、防疫衣を着

用し、現地に携行した用具をもって農場内に入る。

オ 家畜防疫員は、臨床検査及び直近の他農場からの豚の導入状況等の疫学調査を

行い、症状の重篤な豚及びこれと同居している複数頭（３０頭以上）の豚につい

て体温測定を行う。

カ オの検査により、本病が否定できない場合には、家畜防疫員は次に掲げる対応

を行う。なお、本病が否定される場合にも（ア）の連絡を行い、必要に応じて、

（ウ）に準じた対応を行う。

（ア）オの検査及び調査の結果並びに判断の根拠をウの連絡担当者に連絡する。連

絡担当者は、管轄家畜保健衛生所長に報告し、確認の上、都道府県畜産主務課

に連絡する。

（イ）異常豚の所有者に対し、（５）の病性鑑定の結果が出るまでの期間、アの（

ア）のｂからｄまでの事項を遵守するよう再度指導する。

（ウ）必要な病性鑑定用材料を採取し、材料採取後は病性鑑定を行う家畜保健衛生

所へ運搬する旨連絡し、病原体の拡散防止に留意しつつ、当該材料を病性鑑定

を行う家畜保健衛生所へ運搬する。

（エ）病性鑑定用材料搬出後、速やかに６の関連農場を特定するための疫学調査を

実施する。

キ カの（ア）の本病を否定できない旨の報告を受けた管轄家畜保健衛生所長は、

ウの関連資料の整理、２の（２）のアの現地対策本部の設置の準備等初動防疫の

実施に向けた準備を行う。

（３）都道府県畜産主務課の措置

ア （２）のイの連絡を受けた場合には、患畜等の発生の場合を想定し、各家畜保

健衛生所等との緊急連絡体制、初動防疫に必要な家畜防疫員等の人数及び防疫資

材の調達計画等を確認し、病性鑑定を行う家畜保健衛生所に必要な器具及び器材

の準備を行うよう連絡する。

イ （２）のカの（ア）の本病を否定できない旨の連絡を受けた場合には、各家畜

保健衛生所等に、必要な家畜防疫員の待機を指示するとともに、２の（２）のア

の都道府県対策本部の設置の準備を行う。また、農林水産省消費・安全局動物衛

生課（以下「動物衛生課」という。）に、異常豚及びその飼養農場の状況、現地

周辺の豚の飼養状況等について連絡する。なお、本病が否定される旨の連絡を受

けた場合には、否定されると判断する根拠について、十分に確認する。

（４）動物衛生課の措置

ア （３）のイの本病を否定できない旨の連絡を受けた場合には、独立行政法人農

業・生物系特定産業技術研究機構動物衛生研究所（以下「動物衛生研究所」とい

う。）に連絡するとともに、臨床症状、疫学調査等の診断の参考となる情報の収

集、防疫措置の実施又は準備等の状況を確認し、都道府県畜産主務課に必要な指
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示を行う。

イ ２の（２）のアの中央対策本部の設置の準備を行うとともに、動物医薬品検査

所、動物検疫所等に連絡し、協力体制の準備を依頼する。

ウ 都道府県畜産主務課に周辺の豚の飼養状況を確認し、７のワクチンの接種が想

定される場合には、ワクチン及び注射関連資材の必要数量、受渡し方法等につい

て検討し、関係機関に連絡する。

（５）病性の決定

ア 病性鑑定を行う家畜保健衛生所は、（２）のカの（ウ）の材料の到着後直ちに

病性鑑定を実施し、病性鑑定終了後直ちに、管轄家畜保健衛生所及び都道府県畜

産主務課にその結果を連絡する。

イ アの連絡を受けた管轄家畜保健衛生所及び都道府県畜産主務課は、臨床検査、

疫学調査等の結果も踏まえ、当該病性鑑定の結果について検討する。なお、都道

府県畜産主務課は、必要に応じて、動物衛生課に協議し、また、協議を受けた動

物衛生課は、必要に応じて、動物衛生研究所及び専門家の意見を聴く。

ウ アの病性鑑定により本病が否定できない場合であって、動物衛生研究所で病性

鑑定を実施する必要がある場合には、動物衛生課は、その旨動物衛生研究所に連

絡し、搬入すべき材料、必要な疫学情報等について確認し、その結果を都道府県

畜産主務課に連絡する。

エ イの検討結果を踏まえ、原則として、家畜防疫員が次の（ア）から（ウ）まで

に掲げるところにより、患畜等又は患畜となるおそれがある家畜（法第１４条第

３項の規定に基づく患畜となるおそれがある家畜をいう。以下同じ。）の決定を

行う。

（ア）患畜

抗原検査において陽性とされた豚

（イ）疑似患畜

ａ 患畜と同一農場（飼養管理形態等により、家畜防疫員が患畜が飼養されて

いる豚舎と防疫上区別することが可能と判断した豚舎を除く。以下同じ。）

で飼養されている豚

ｂ 過去一定期間（患畜又はその他の家畜が異常を示した日を起算日とする１

４日以上の期間で、疫学調査に基づき、農場内に本病の病原体が存在してい

たと推定される期間。以下同じ。）内に発生農場で飼養されていた豚

ｃ 過去一定期間内に患畜から採取された精液を用いて人工授精を行った豚

ｄ その他家畜防疫員が臨床検査、疫学調査又は病性鑑定により患畜である疑

いがあると判断した豚（野外ウイルスに対する抗体であることが否定できな

い抗体が検出された豚を含む。）

（ウ）患畜となるおそれがある家畜

ａ 家畜防疫員が、患畜が飼養されている豚舎と防疫上区別することが可能と

判断した豚舎で飼養されている豚

ｂ 疑似患畜と同一農場で飼養されている豚及び過去一定期間内に疑似患畜と

同一農場で飼養されていた豚

ｃ 過去一定期間内に疑似患畜と同一農場で飼養されていた豚と同居している
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豚

ｄ 過去一定期間内に疑似患畜から採取された精液を用いて人工授精を行った

豚

ｅ 過去一定期間内に発生農場に豚を出荷した農場の豚及び過去一定期間内に

患畜に人工授精を行った精液を採取した豚

ｆ その他家畜防疫員が臨床検査、疫学調査又は病性鑑定により患畜となるお

それがある家畜と判断した豚

２ 病性決定時の措置

（１）発表

ア 発表内容は、あらかじめ定めた様式を参考に、動物衛生課と都道府県畜産主務

課とで調整する。

イ 発表に先立ち、発表の概要、今後の防疫の対応方向等について、動物衛生課は

地方農政局及び関係府省庁の担当部局等関係機関に、都道府県畜産主務課は動物

衛生課と調整した上で、都道府県食品衛生担当部局等関係機関、関係市町村及び

関係団体に連絡し、防疫活動についての協力を依頼する。

ウ 発表は、農林水産省と都道府県とがそれぞれ行う。この場合、農林水産省と都

道府県は、あらかじめ整備している情報提供ルートに沿って発表内容を関係者に

周知する。

エ 動物衛生課及び都道府県畜産主務課に広報担当者を置く。

オ 新たな発生、移動の制限等の事実関係は、必要に応じ、その都度新聞社、テレ

ビ局等の報道機関に資料を配布するほか、定期的に広報用資料を作成し、関係者

に配布する。

（２）防疫対策本部の設置

ア 管轄家畜保健衛生所等に豚コレラ現地防疫対策本部（以下「現地対策本部」と

いう。）、本病の発生都道府県に豚コレラ都道府県防疫対策本部（以下「都道府

県対策本部」という。）及び農林水産省に豚コレラ中央防疫対策本部（以下「中

央対策本部」という。）をそれぞれ設置する。

イ 各対策本部の設置を公表し、現地対策本部においては、必要に応じ、あらかじ

め定めた様式を参考に、本病の概要、留意点等を記載した文書を作成し、関係者

に配布する。関係機関及び関係団体には、対策本部を設置した旨を連絡し、防疫

活動についての協力を要請する。

（３）家畜防疫員の動員

都道府県畜産主務課及び管轄家畜保健衛生所は、必要な人数の家畜防疫員に対し

て集合を命じ、その他の家畜防疫員についても当分の間（約２週間）、その所在を

把握する。その後の発生状況等に応じて、本病が発生した都道府県の家畜防疫員で

は対応が困難と判断される場合には、動物衛生課に対して、不足人数、派遣要請期

間及び予定活動内容を連絡し、他都道府県の家畜防疫員及び関係機関の人員の派遣

について調整を依頼する。

（４）農林水産省等からの防疫専門家の派遣

動物衛生課は、必要に応じ、動物衛生研究所、動物医薬品検査所、動物検疫所等



- -8

関係機関の協力を得て防疫の専門家を発生都道府県に派遣し、防疫に関する技術的

助言を行う。

（５）公示、通報及び報告

都道府県は、法第１３条第４項の規定に基づき本病の発生を公示するとともに、

関係機関に通報及び報告を行う。

３ 発生農場における措置

（１）一般緊急措置

ア 現地対策本部は、現地対策本部長等を総括責任者として定め、業務分担及び指

揮命令系統を明らかにしておく。

イ 家畜防疫員は、豚の所有者に対し、本病の概要、法の趣旨、所有者の義務、都

道府県等の協力方針、法第５２条の２の規定により行政不服審査法（昭和３７年

法律第１６０号）による不服申立てに制限がある旨等について説明を行う。

ウ 患畜等の殺処分、死体の処理、消毒、汚染物品の処理等に必要な人員、資材、

薬品等の準備並びに関係機関及び関係団体への連絡は、現地対策本部で実施する。

このため、現地の家畜防疫員は、殺処分予定頭数、殺処分の方法、死体の処理方

法、家畜共済及び家畜防疫互助事業への加入の有無、消毒面積等の防疫措置に必

要な事項について現地対策本部に確認し、指示を受ける。

エ 農場の外部の見やすい場所に発生の標示と立入禁止の掲示を行い、門を閉じる

か綱を張るなどし、出入口を必要最小限に限定する。当該出入口には、消毒槽及

び噴霧消毒施設を設ける。

オ 病原体に汚染するおそれのあるすべてのもの（庭及び道路を含む。）に十分な

消毒液を散布する。この場合において、豚の飼養管理等に使用した衣類、飼育管

理用器具等についても同様とする。

カ からす、ねずみ等野生動物を駆除するとともにその侵入防止対策を講じる。

（２）殺処分

ア １の（５）のエの（ア）の患畜及び（イ）の疑似患畜については、法第１７条

の規定に基づき都道府県知事による殺処分命令を行う。

イ 法第５８条第４項に定める評価人の現地到着を待って、殺処分予定畜の評価を

行う。評価人は、評価を行う場合には、防疫衣を着用し、病原体の拡散防止に細

心の注意を払う。

ウ 家畜防疫員は、殺処分に先立って、評価人の評価に基づき、へい殺畜等手当金

交付規程（昭和３２年２月１１日農林省告示第１１９号）別記様式第２号による

「動物評価意見具申書」に準じた評価書を作成し、殺処分を進める。手当金交付

の適正を期すため、個体（肥育豚にあっては、群ごとの代表的な個体）ごとに写

真を撮影しておく。

エ 殺処分を行う場所は、豚舎内又はその後の死体処理に便利な場所のいずれでも

良いが、公衆の目に触れない適当な場所を選定する。

オ 豚舎外で殺処分を行う場合には、柵等を用意し、又は十分な保定を行い、豚の

逃亡を防止する。

カ 殺処分は、発症豚に対して優先的に行い、薬殺、電殺等の方法により迅速に行
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う。なお、迅速な殺処分又は死体の処理が困難と判断される場合には、発生農場

において、７によりワクチン接種を実施し、本病のまん延を防止することができ

る。

（３）死体の処理

ア 法第２１条の規定に基づき、家畜防疫員の指示の下、原則として、発生農場又

はその付近において焼却又は埋却を行う。

イ アの用地の確保が困難な場合には、原則として、殺処分後、適当な焼却場所若

しくは埋却場所までコンテナ車両を用いるか、不浸透性のシートで包み運搬して

処理するか、又は十分な処理能力を有し、家畜伝染病予防法施行規則（昭和２６

年農林省令第３５号。以下「規則」という。）第１７条の基準に適合する化製場

において化製する。

ウ 運搬に当たっては、次の点に留意する。

（ア）積込み前後に車両表面全体の消毒を行う。

（イ）コンテナ車両がない場合は、床及び側面を１枚のシートで覆い、更に死体積

載後、上部もシートで覆う。

（ウ）車両には、消毒液を搭載するとともに、死体を処理する場所まで家畜防疫員

が同行する。

（エ）運搬後は、車両及び資材につき、（５）に準じて直ちに焼却、埋却又は消毒

を行う。

エ 焼却又は埋却をする場合は、規則別表第２の基準により行うが、場所の選定に

当たっては、所有者及び関係者と事前に十分協議する。埋却の場合は、地質、地

下水の高低、水源との関係、臭気対策等を関係機関と協議する。焼却の場合は、

火災予防に留意し、消防署等と協議する。

オ 化製する場合は、運搬車両から原料搬入口までシートを敷き詰める、原料置場

と製品置場とを隔てて設置する等により汚染防止に留意し、消毒実施状況を確認

するため、設備及び資材の消毒が終了するまでの間、家畜防疫員が立会いを行う。

（４）消毒等

ア 消毒は、その対象物に応じ、規則別表第２の基準により行う。

イ 患畜等の所在した豚舎については、当該患畜等の処分後直ちに不要な器具及び

器材の撤去、除糞並びに敷料搬出を行った後、清掃し、洗浄及び消毒を実施する

。散布した消毒液は少なくとも２４時間放置後洗浄し、再度消毒液を散布し、さ

らに１週間後に消毒液を散布する。

ウ 豚舎周囲の土地については、乾燥している場合には石灰乳（１平方メートル当

たり３リットル）を散布し、湿潤している場合には消石灰（１平方メートル当た

り４００グラム）又はさらし粉（１平方メートル当たり２００グラム）を粉剤の

まま一面に散布する。

エ 貯留している尿又は汚水溜については、さらし粉を０．５％濃度にして散布し

、撹拌する。

（５）汚染物品の処理

ア 原則として、発生農場の次に掲げる物品を汚染物品とする。

（ア）過去一定期間内に患畜等から採取された精液
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（イ）過去一定期間内に患畜等から排せつされた糞尿（敷料を含む。）

（ウ）過去一定期間内に飼養管理に用いた車両及び器具

（エ）防疫作業に用いた車両及び器具

（オ）その他家畜防疫員が本病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある

と認めた物品

イ 家畜防疫員は、法第２３条の規定に基づき汚染物品の所有者に対し、焼却、埋

却又は消毒を行うよう指示する。

（６）人員の確保

ア 現地における防疫措置に必要な人員は、現地対策本部が、関係機関及び関係団

体の協力を得て確保する。

イ 防疫措置の遅延によりまん延の拡大が見込まれる場合には、発生都道府県は、

動物衛生課の調整の下、他都道府県の家畜防疫員等の派遣要請を行う。

ウ 想定を超える大規模な発生があり、ア及びイによる対応では十分な防疫措置が

講じられず、まん延の拡大による当該地域の社会的・経済的混乱が見込まれる場

合は、事前に自衛隊災害担当窓口に対し、発生状況、派遣を希望する期間、区域

、活動内容等について連絡する等の手続を行い、動物衛生課に連絡の上、都道府

県知事から自衛隊への派遣要請を行う。

（７）防疫従事者の入退場時及び退場後の留意点

ア 入場時は消毒済みの作業着、長靴等を着用する。

イ 退場時には、身体、衣服及び眼鏡を消毒後、入場時着用した作業着等を脱ぎ、

手洗い、洗顔及びうがいを行う。場内で着用した作業着等は、消毒液に浸漬した

後ビニール袋に入れ、外装を噴霧消毒した後持ち帰る。

ウ 農場の出入口に仮設テントを設置する等、ア及びイの措置が円滑に実施できる

よう配慮する。

エ 帰庁（宅）後、移動に利用した車両の消毒、着用していたすべての衣服の洗濯

、入浴及び洗髪を行う。

オ 防疫従事者は、原則として、作業後７日間は発生農場以外の豚に接触しないこ

ととし、やむを得ず接触する場合には、事前に家畜防疫員の指導を受け、エの措

置を再度実施する。なお、防疫従事者の確保に当たっては、あらかじめ、豚の飼

養の有無を調べ、豚を飼養している場合は、本病のまん延防止の観点から、直接

防疫業務に当たらせないなど慎重を期する。

（８）その他

ア 都道府県畜産主務課は、管轄家畜保健衛生所、動物衛生課、関係機関及び関係

団体と協力し、発生農場が早期に経営再開できるよう、法第５８条の規定に基づ

く手当金、家畜防疫互助金等の早期交付その他必要な支援に努める。

イ 発生農場へ豚を再導入する場合には、５の（１）のイの制限期間の終了後、豚

舎の構造を考慮して、豚房に偏りのないよう、抗体陰性の豚を導入し、４０日間

飼養し、その期間は当該豚の移動を自粛するよう指導する。更に、当該期間にお

いて、臨床的に異常を示した豚については、必要な病性鑑定を行う。当該期間終

了後、飼養豚のうち無作為に抽出した一定頭数が抗体陰性であることを確認し、

移動の自粛を解除する。
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４ と畜場等の農場以外の場所で発見された場合の措置

（１）と畜場

ア と畜場において、と畜場法（昭和２８年法律第１１４号）第１４条の規定に基

づく獣畜のとさつ又は解体の検査において本病発生の疑いがあると判断された場

合には、直ちに家畜保健衛生所に連絡するよう、都道府県は事前に関係機関に周

知する。

イ アの連絡を受けた家畜保健衛生所は、当該豚及び当該豚と同一農場から出荷さ

れた豚を、法第１４条第３項の規定に基づく患畜となるおそれがある家畜として

、一定の区域外へ移動させてはならない旨を指示し、当該豚を出荷した農場につ

いては、１の（２）に準じた防疫措置を行う。

ウ 病性鑑定の結果、当該豚が本病の患畜等と診断された場合には、当該豚、必要

に応じて当該豚と同一農場から出荷された豚について、原則として場所を移動せ

ずに殺処分を行い、３の（３）に準じた防疫措置を行う。

エ 当該と畜場及び関連施設については、必要に応じて、法第２５条の規定に基づ

く消毒を実施する。

オ 当該豚が本病の患畜等と診断される前に、と畜場で当該豚と同居した後に農場

に返送された豚については患畜となるおそれがある家畜としての防疫措置を実施

する。

（２）家畜市場等

上場豚又は出品豚（以下単に「上場豚」という。）が本病の患畜等と診断された

場合には、当該家畜市場等の他の上場豚は患畜となるおそれがある家畜としての防

疫措置を実施するとともに、患畜等と診断された上場豚を飼養していた農場を発生

農場として取り扱い、当該農場を中心としたまん延防止措置を講じる。

なお、家畜市場等の発見場所については、法第２５条の規定に基づく消毒を実施

する。

（３）野生いのしし

野生いのししで本病の感染が認められ、当該いのししの生息地域周辺の農場への

まん延のおそれがある場合には、都道府県畜産主務課は、飼養豚への緊急ワクチン

接種を含めた防疫対応について、動物衛生課と協議する。

５ 移動の制限及び家畜集合施設における催物の開催等の制限

都道府県は、患畜等の発生を確認し、本病のまん延を防止するため必要があるとき

は、防疫区域と監視区域（以下「移動制限区域」という。）に区分し、法第３２条第

１項、第３３条及び第３４条の規定に基づき、移動の制限及び家畜集合施設における

催物の開催等の制限を行う。

（１）移動の制限等

ア 区域の範囲

（ア）原則として、発生農場を中心とした半径３㎞以内の区域を防疫区域、防疫区

域に外接する発生農場を中心とした半径１０㎞以内の区域を監視区域として定

める。

（イ）範囲の設定については、市町村等の行政単位又は道路、河川、鉄道等その他
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境界を明示するのに適当なものに基づき定める。

イ 制限期間

発生の確認後速やかに規制し、その制限期間は、原則として、最終発生に係る

防疫措置の完了後、防疫区域にあっては３０日以上の期間、監視区域にあっては

１４日以上の期間とし、それぞれ発生状況、３０日目以降又は１４日目以降に実

施する清浄性の確認状況等を勘案して、動物衛生課と協議の上、最終的な期間を

決定する。

ウ 制限内容

（ア）豚及びその死体並びに移動制限区域内で採取された精液及び受精卵、使用さ

れた飼養管理器具、敷料、飼料、排せつ物等の本病の病原体をひろげるおそれ

のある物品の移動を禁止する。

（イ）家畜市場その他豚を集合させる催物の開催を中止する。

（ウ）人工授精を中止する。

エ 制限の例外

本病の発生状況、搬出・搬送・搬入時及び移動先における病原体の拡散防止措

置の状況等を勘案して、動物衛生課と協議の上、次により制限の例外を設けるこ

とができる。

（ア）防疫区域については制限後１４日目以降、監視区域については制限後７日目

以降、疫学調査、臨床検査及び必要に応じて実施する病性鑑定により、家畜防

疫員が本病のまん延のおそれがないと判断した農場の豚のと畜場への出荷

（イ）次に掲げるすべての条件を満たす場合における死体、敷料又は排せつ物の処

理施設、畑地等への移動

ａ 家畜防疫員が環境保全上やむを得ないと認める場合

ｂ 家畜防疫員が、臨床検査及び必要に応じて実施する病性鑑定により、当該

農場の家畜に異常がないことを確認した場合

ｃ 移動に当たって、家畜防疫員の指示に従い、適切な病原体拡散防止措置を

講じるとともに、その経過を確実に記録する場合

（ウ）豚の所有者が、自農場の臨床的な異常がない豚から採取した精液を用いて、

自ら行う人工授精の再開

（エ）豚の所有者が、移動制限区域以外で飼養されている豚から採取された精液を

用いて、自ら行う人工授精の再開

（オ）その他家畜防疫員が本病の病原体をまん延させるおそれがないと認めた場合

（２）移動制限区域内における指導事項

家畜防疫員は、移動制限区域内において、次に掲げる事項について関係者への指

導を行う。

ア 豚の飼養場所への畜産関係者の出入りの自粛及び入退場時の消毒

イ 飼料運搬時の運搬車の消毒、運搬経路の検討、飼料受渡し場所の制限等の病原

体の拡散防止措置及び運搬経路の記録

ウ 獣医師が豚の診療を行う場合の最小限の器具及び薬品の携行、農場入退場時の

身体、器具、車両等の消毒、消毒又は廃棄が容易な診療衣、診療器具等の着用又

は使用、診療車両の農場敷地内への乗入れ自粛等の病原体の拡散防止措置並びに
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診療経路の記録

エ 死亡獣畜取扱場、化製場及びと畜場における入退場車両の消毒

オ アからエまでの事項を履行するための移動制限区域境界付近及び移動制限区域

内における共同車両消毒施設の設置

カ 野生いのししと豚の接触が想定される地域にあっては、接触防止のための豚舎

出入口の囲障の設置等

（３）その他

ア 移動制限区域については、その設定に関し、その都度関係機関及び関係団体に

連絡するとともに、報道機関等を通じて広報し、その境界の主要道路にその旨を

標示する。

イ 制限の履行の監視及び共同車両消毒施設の円滑な運用を図るため、運送業者等

への連絡を行うほか、関係機関及び関係団体の協力を得る。

ウ 豚の所有者に対して、（１）のイの制限期間中、法第５２条の規定に基づき、

定期的に死亡頭数等の状況を報告するよう求めるとともに、必要に応じて、立入

検査等を実施する。

６ 疫学調査に基づく関連農場における措置

（１）都道府県は、発生農場の疫学調査を行い、発生農場と関連のある次に掲げる農場

について、飼養豚の死亡頭数の状況等異常の有無を確認する。また、必要に応じて

、獣医師、関係機関、関係団体等の協力を得て、立入検査等を実施する。

ア 過去一定期間内の発生農場からの出荷先農場。ただし、発生農場が精液を販売

していた場合には販売先農場、家畜市場に上場していた場合には当該上場豚購入

農場

イ 過去一定期間内の発生農場の導入元農場。ただし、発生農場が精液を購入して

いた場合には販売元農場、家畜市場から購入していた場合には当該導入豚出荷農

場

ウ 防疫区域内に所在する農場

エ 発生農場に定期的に入退場する人及び車両が関係する農場

オ 監視区域内に所在する農場

カ 過去一定期間内に発生農場から家畜市場に上場があった場合には、当該家畜市

場上場豚購入農場

（２）家畜防疫員は、１の（５）のエの（ウ）の患畜となるおそれがある家畜について

、法第１４条第３項の規定に基づき、１４日以上の期間、当該家畜を当該農場外へ

移動させてはならない旨を指示するとともに、当該期間中、飼養豚の死亡頭数の状

況等異常の有無を確認し、必要に応じて、立入検査等を実施する。

１４日目以降に実施する立入検査等の結果、当該家畜が患畜となるおそれがある

家畜ではないと判断された場合には、移動させてはならない旨の指示を解除する。

７ ワクチン

都道府県知事は、原則として、大規模農場で本病が発生し、又は同一の防疫区域内

の複数の農場で本病が続発し、発生農場の飼養豚の迅速なとう汰が困難となり、又は
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困難になるおそれがあると判断される場合に、法第３１条の規定に基づき、以下のと

おりワクチン接種を実施する。農林水産大臣は、必要に応じ、法第４７条の規定に基

づきワクチン接種を実施すべき旨を指示する。

（１）ワクチン及び注射関連資材の備蓄場所は、原則として、動物検疫所その他必要な

場所とし、発生時に必要に応じて発生地域を含む関係都道府県の施設等に運搬する。

（２）動物衛生課は、発生状況等を踏まえ、ワクチンの使用を検討する。動物衛生課か

らワクチン接種指示の連絡を受けた都道府県畜産主務課は、接種地域、接種頭数等

について、動物衛生課と協議する。

（３）ワクチン及び注射関連資材は、法第４９条の規定に基づき都道府県に譲与し、又

は貸し付ける。当該都道府県畜産主務課は、譲与又は貸付けの申請書及び受領証を

動物衛生課に提出する。

（４）ワクチン接種は、原則として、譲与され、又は貸し付けられたワクチンの用法及

び用量に従い、法第３１条の規定に基づき、家畜防疫員が迅速かつ計画的に実施す

る。注射事故があった場合には、速やかに動物衛生課に連絡し、その指示に従う。

都道府県畜産主務課は、ワクチン接種後、ワクチンの使用状況等について、動物衛

生課に連絡する。

（５）都道府県畜産主務課は、ワクチン接種を実施した豚（以下「接種豚」という。）

について、規則第１３条の規定に基づき標識を付し、接種豚を飼養する農場につい

ては、法第３２条第１項の規定に基づき、その移動を制限するとともに、すべての

接種豚が処分等されるまでの間、家畜防疫員による定期的な検査等の監視を行う。

８ 感染源及び感染経路の究明

本病の感染源及び感染経路を究明し、発生予防に資するため、都道府県畜産主務課

は、動物衛生課と連携し、動物衛生研究所等の協力を得て、発生農場及び関連農場に

おける調査を基礎とし、家畜、人、車両及び物品の移動、畜産物を含む食品残さ等の

飼料の利用、野生動物との接触の可能性等を網羅的に調査する。

農林水産省は、これらの調査の結果に基づく専門家からの助言を踏まえ、感染源及

び感染経路の究明に努める。

第３ 防疫対応の強化

１ 危機管理体制の構築

本病は、発生予防からまん延防止に至るまで、様々な関係機関が連携して対応する

ことが必要となる。このため、日頃より本病発生時の通報・連絡体制を確認するなど

、農林水産省、都道府県及び市町村の各段階で、危機管理体制の構築に努める。

また、都道府県は、万一の発生の際に、円滑な防疫措置を講じることができるよう

、隣接都道府県及び都道府県内関係者の参加を幅広く求め、防疫措置についての打ち

合わせ及び発生時を想定した防疫演習を実施し、まん延防止体制の調整、周知、点検

及び改善に努める。



- -15

２ 試験研究機関等との連携

本病の発生予防やまん延防止措置を的確に推進していくためには、本病に関する知

見の収集やより効果的な防疫手法の開発が重要であり、こうした観点から、社会的、

経済的側面にも配慮しつつ本病病態解明の研究を積極的に推進していくことが必要で

ある。このため、農林水産省は、動物衛生研究所等の試験研究機関との連携を強化し

、研究の充実に努めるとともに、研究成果が相互に活用できる体制整備に努める。

また、本病は、世界各国で発生が見られることから、国際的な発生状況の把握や本

病に関する知見の収集に努めるため、農林水産省は、海外の政府機関・試験研究機関

、国際獣疫事務局（ＯＩＥ）その他の国際機関との積極的な情報交換に努める。

３ 清浄性の維持確認のための調査

本病の清浄性の維持確認のため、都道府県畜産主務課は、次に掲げる調査を実施す

る。

（１）臨床検査による異常豚の摘発及び病性鑑定

原則として毎年度１回、当該都道府県内のすべての農場について立入検査等を行

い、臨床検査による異常豚の摘発及び当該異常豚の病性鑑定を実施する。

（２）種豚等の抗体保有状況調査

家畜改良増殖法（昭和２５年法律第２０９号）第４条第１項の規定に基づく種畜

検査が実施される豚については、当該検査のために採材される血液を用いた抗体保

有状況調査を実施する。その他の豚のうち、畜産物を含む食品残さを給与されてい

る豚及びワクチン接種歴のある豚と同居している豚を含む繁殖候補豚、肥育豚等の

一定頭数について、抗体保有状況調査を実施する。

（３）野生いのししの調査

関係機関、関係団体等の協力も得て、野生いのししの生息状況の把握に努めると

ともに、検体を収集し、本病感染の有無を調査する。

（４）病性鑑定材料を用いた調査

原則として、家畜保健衛生所における豚のすべての病性鑑定事例において、本病

の抗原検査又は抗体検査を実施する。


